
資料１ 

 

○国土交通省告示第９１号 

 

 運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第１５条第１項の規定により、次のとおり

運輸審議会件名表に登載された。 

 

令和４年１月１３日 

 

                                                   国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

事 案 番 号 令４第４００１号 

事案の種類 鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の認可 

申請事業者 東急電鉄株式会社 

事案の内容 １ 普通旅客運賃 

（１）鉄道対キロ区間制の普通旅客運賃は、現行の運賃の上限を次のとおり

変更する。 

                   （単位：キロ、円） 

キロ程 １円単位 １０円単位 

１－３ １４０ １４０ 

４－７ １８０ １８０ 

８－１１ ２２７ ２３０ 

１２－１５ ２５０ ２５０ 

１６－２０ ２８８ ２９０ 

２１－２５ ３０９ ３１０ 

２６－３０ ３４７ ３５０ 

３１－３５ ３８１ ３９０ 

３６－４０ ４３０ ４３０ 

４１－４５ ４６９ ４７０ 

４６－５０ ５００ ５００ 

５１－５６ ５３１ ５４０ 

 

（２）鉄道均一制の普通旅客運賃は、現行の運賃の上限を据え置く。 

（単位：円） 

 １円単位 １０円単位 

全線均一 １５７ １６０ 

 

（３）軌道均一制の普通旅客運賃は、現行の運賃の上限を次のとおり変更す

る。 

 

 



（単位：円） 

 １円単位 １０円単位 

全線均一 １６０ １６０ 

 

２ 鉄道及び軌道の定期旅客運賃 

（１）通勤定期旅客運賃 

     現行の運賃の上限を、平均１３．８％引き上げる。 

（２）通学定期旅客運賃 

      現行の運賃の上限を、据え置く。 

 

 


